
栃木県シルバー大学校南校同窓会会則 

 1 / 4 
 

第１章 総 則 

（名称及び所在地） 

第１条 本会は、栃木県シルバー大学校南校同窓会（以下「本会」）と称し、本部を南校に置く。 

（目的） 

第２条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、シルバー大学校で学んだ知識、技能を活用し、 

地域社会に貢献するとともに母校の発展を図り、地域福祉の向上に寄与することを目的と

する。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１．支部相互の連絡・情報に関すること 

２．ボランティア活動の推進に関すること 

３．関係団体との連絡調整に関すること 

４．その他目的達成のために必要なこと 

第２章 会 員 

（会員） 

第４条 本会は、栃木県シルバー大学校を卒業した者をもって組織する。 

２ 本会に入会した者は 原則 居住地の支部に入会するものとする。 

３ 居住地の支部が南校同窓会支部でない揚合は、他校同窓会支部に入会し、南校同窓会個人

会員入会案内兼申込書を南校同窓会会長に提出することで南校個人会員として登録され

南校同窓会実施事業の情報を提供することとする。尚、他校同窓会支部に入会することで

南校同窓会支部の年会費は不要とする。 

４ 支部を退会した者は本会を退会したものとみなす。 

第３章 役 員 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

１．会長 １名 

２．副会長 若干名 

３．総務 若干名 

４．会計 若干名 

５．監事 若干名（最低２名） 

６．理事（支部長兼務）若干名 

支部長が南校出身者でない揚合は、南校出身者から南校理事を置く。  
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（顧問） 

第６条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会において推薦する。 

（役員の選任） 

第７条 各役員は総会において選任する。 

    なお、役員候補者については、学生自治会（理事会）各期からの推薦により選出する。 

但し、任期途中で止むを得ない理由で役員を退任せざるをえない揚合は理事会で（急ぐ 

必要がある揚合は臨時理事会を開催して〉退任を承認の上、後任の役員を選任する。 

その揚合の任期は交代前の役員の任期と同ーとする。 

２ 役員の任期は、１年とし再任を妨げない。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は次の通りとする。 

１．会長は、この会の代表となり、会務を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、内１名が、その職務を代行する。 

３．総務は、会務運営のとりまとめ役及び役員相互の連絡調整にあたる。 

４．会計は、経理を司る。 

５．監事は、財産の状況及び業務執行状況を監査する。 

６．理事は、理事会を組織し、総会の議決に基づき会務を執行する。 

第４章 会 議 

（会議） 

第９条 本会の会議は、総会、理事会、役員会とする。 

（総会） 

第１０条 総会は、本会の最高決議機関とし、役員と代議員をもって構成する。 

２ 代議員は、南校卒業生支部会員５０名につき１名（５０名に満たないところは５０名を

もって算定する）を選出する。 

３ 総会は、次の事項について審議決定する。 

（１）年度事業計画及び予算 

（２）年度事業報告及び決算 

（３）役員の選任 

（４）会則の改廃 

（５）その他重要事項 

４ 総会は、定期総会を１０月中に、臨時総会は、必要に応じ会長がこれを召集し開催する。 
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（役員会及び理事会） 

第１１条 役員会は、会長、副会長、総務、会計及び監事をもって、理事会は、会長、副会長、 

総務、会計、監事、理事及び支部長をもって、それぞれ構成する。 

２ 役員会及び理事会は、必要に応じて会長がこれを召集する。 

（会議の成立） 

第１２条 本会の会議は構成員の過半数の出席者により成立する。ただし、委任状の提出者は 

出席者とみなす。 

（会議の議決） 

第１３条 本会の会議の決議は、出席者の過半数の同意を持って決定する。 

第５章 組 織 

（支部） 

第１４条 本会は、居住地の単位に支部を置く。だだし、支部の新設・統合については、関係 

会員の意見を聞いて、理事会で定める単位に置く。 

２ 支部は、その地域内の会員をもって組織し、その地域において本会の目的の実現を 

図ることを任務とする。 

３ 支部は、支部会則を定め、支部長、その他の役員を置いて運営する。 

４ 支部は、その運営に要する費用を負担する。 

第６章 会 計 

（経費） 

第１５条 本会の経費は、新入会員の入会金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 入会金は、一人当たり２，０００円とし、入会時に納入する。 

（会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までとし、年度の称号は、 

１０月１日の属する年とする。 

付 則 

１．会員は、その住所、電話番号等に変更があったときには速やかに所属支部長に届け出ること。 

居住地に南校同窓会支部がない地区の揚合で個人会員として登録された会員は上記の揚合、 

南校同窓会会長にも届け出ること。 
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２．会員が死亡したとき、その属する支部の代表者は本会の名の下に弔電を発し、本会を代表して

弔意を表する。また、支部の代表者はその内容を遅滞なく本会会長又は総務に報告して係る 

費用を請求して受領する。 

 

３．この会則は、平成６年度総会より適用する。 

・平成８年１０月２９日一部改正実施する。 

・平成９年１０月２９日一部改正実施する。 

・平成１４年１０月２８日一部改正実施する。 

・平成１６年１０月１８日一部改正実施する。 

・平成１８年１０月１６日一部改正実施する。 

・平成２０年１０月２０日一部改正実施する。第４条、第１５条の改定は２９期生から適用する。 

・平成２２年１０月１８日一部改正実施する。 

・平成２５年１０月２２日一部改正実施する。 

・平成２７年１０月２０日一部改正実施する。 

・平成３０年１０月１７日一部改正実施する。第４条２項「それぞれ」を「原則」に改正 

・令和４年１０月１９日一部改正実施する。 


